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本資料はあらゆる箇所で
簡易的表現を使用しているため
必ず出典に当たることをおすすめします。



• 概略

• GHS絵表示

• ラベル

• 化学物質管理者

• 保護具着用管理責任者

• 保護具

化学物質に対する新たな規制

厚生労働省サイト



化学物質に対する新たな規制の概略
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２．有機/鉛/四アルキル鉛/特化/粉じん則 関係
①管理水準が一定以上での 個別規制の適用除外
②作業環境測定結果が第三管理区分の場合の 環境改善措置強化
③作業環境管理等が適切な場合の 特殊健康診断の実施頻度の緩和

新たになにを
するのでしょう？

（出典） 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について（厚生労働省サイト）※表現を簡略化

１．安衛則 関係
①化学物質に関する 管理体制強化
②ＳＤＳ等について 情報伝達強化
③化学物質ばく露を最小限にするための
自律的な管理体制の整備

④衛生委員会において
化学物質の管理状況モニタリングの強化

⑤教育について 全業種に拡大
 



新たな規制について
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労働安全衛生規則等の改正（新たな化学物質規制の制度の導入）

令和４年５月31日付け基発0531第９号
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」

もう少し
詳しく

知りたいときは？

通達



化学物質を取り扱う際
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危険性、有害性、取扱上の注意事項が
わかります。

GHS絵表示があれば
意味を確認しましょう。

まず「ラベル」を
確認

（出典） 化学物質管理者講習テキスト（厚生労働省サイト）
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絵表示の代表例は下のとおり、国際連合から勧告された、
世界統一的なルールです。

どのような危険有害性があるか、
製品のSDS（安全データシート）の項目を参照してください。

絵表示
絵の意味を
確認

（出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）
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① 作業場の空気中に拡散した
ガスや蒸気、粒子状の物質（粉じんなど）を吸い込まない。

② 化学物質が、皮膚を通して吸収されないようにする。

③ 化学物質が付着した手・マスク等が、口元に触れないようにする。
（煙草を吸う時の所作にも注意）

化学物質による健康障害防止には、
いろいろな経路から侵入する

「化学物質を体内に取り込まないこと」
が大切です。

ばく露の経路への対策

（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）
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リスクアセスメント対象物を
製造・取扱い・譲渡提供する事業者は、

「化学物質管理者」の選任が必要です

選任要件：
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

リスクアセスメント対象物の
製造事業場

専門的講習の修了者

リスクアセスメント対象物の
製造事業場以外の事業場

資格要件なし
（専門的講習等の受講推奨）

化学物質管理者

（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）



選任要件
〇保護具について一定の経験及び知識を有する者
（令和4年5月31日付け基発0531第９号通達）

・化学物質管理専門家
・作業環境管理専門家
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者
・第1種衛生管理者、衛生工学衛生管理者免許を受けた者
・作業主任者の資格を有する者
・安全衛生推進者
・保護具の管理に関する教育を受講した者 など

保護具着用管理責任者

9（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）

リスクアセスメント結果に基づき、
労働者に保護具を使用させる事業場では
「保護具着用管理責任者」
の選任が必要です。



保護具選定で 考慮すべき点（一例）
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①使用する化学物質
気化のしやすさ（揮発性）、有害性の程度 等

②取り扱う製品の性状
固体/液体/気体、希釈状態 等

③作業場の環境
温度、風速 等

④作業内容
噴霧・加熱の有無、飛沫の飛散、直接接触する可能性 等

⑤保護具メーカーからの情報 等

（イラスト出典） （リーフレット）化学物質を安全に取り扱うために（厚生労働省サイト）



呼吸用保護具

11（出典） 化学物質管理者講習テキスト（厚生労働省サイト）



皮膚障害等防止用保護具
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不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト

（出典） （リーフレット）皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（概要）（厚生労働省）

皮膚等障害化学物質には、
• 皮膚刺激性有害物質（①）
• 皮膚吸収性有害物質（②）
が存在します。
なお、
皮膚等障害化学物質および特別規則に基づく
不浸透性の保護具等の使用義務物質の全体像は
下図のとおりです。



（出典） （リーフレット）皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（概要）（厚生労働省）

皮膚刺激性/吸収性とは

13



14
（出典） 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（厚生労働省サイト）

皮膚障害等防止用保護具は
安全衛生規則第594条の２において
皮膚等障害化学物質等に対して着用しなければならない
不浸透性の保護衣・保護手袋・履物・保護眼鏡等

の保護具を指します。

具体的な保護具



• 発生状況

• 事例：塩素ガス

• 事例：有機溶剤

労働災害



業務上疾病発生状況

16（出典） 令和７年 グラフで見る神奈川県下における労働災害と健康の現状（神奈川労働局サイト）

令和2年 令和3年令和4年 令和5年 令和6年
化学物質による疾病
（がんを除く）[人] 16 14 20 25 21

全体（疾病）[人] 1,126 1,840 9,507 2,497 1,634
全体に占める割合[％] 1.42 0.76 0.21 1.00 1.29
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全体に占める割合（％） 化学物質による疾病（がんを除く）



災害事例１：塩素ガスの発生
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• 次亜塩素酸ナトリウム：アルカリ性
• 塩酸：酸性、特定化学物質第三類
• アルカリ性と酸性の化学物質を混ぜると、
化学反応する。

• 上記化学物質は、多くの家庭用洗剤等にも
使用されている。

• 塩素：特定化学物質第二類
• いずれも「皮膚腐食性/刺激性」「眼に対
する重篤な損傷性/眼刺激性」が区分1

Point

（出典） 職場のあんぜんサイト（厚生労働省）※簡略化

野菜洗浄室で清掃中、
漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム含有）をバケツに入れて使用していたが、作業後、
洗浄剤（塩酸含有）容器に誤って投入、塩素ガスが発生し吸い込み被災。
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災害事例２：有機溶剤にばく露

インクジェットプリンターのヘッドを、 
イソプロピルアルコール（以下、IPA）で洗浄中、
誤ってIPAの入った容器を倒し、床にこぼれたIPAを保護具を使用せず拭き取り中、
吐き気が生じ、その後IPA中毒と診断された。

• IPA：第二種有機溶剤
• 一般に、有機溶剤は揮発性が高く、
また皮膚等から吸収されやすい。

• 上記化学物質は、
いわゆるシンナー系の家庭用溶剤にも
広く使用されている。

• 有機則の適用であり、
原則として換気手段を前提とした
「ばく露しない」対策が必要。
保護具のみでの使用は適当ではない。

Point

（出典） 職場のあんぜんサイト（厚生労働省）※簡略化



• 記の第１の１ 改正の趣旨

• 記の第１の２ 改正省令の概要

通達
R4.5.31基発0531第９号
労働安全衛生規則等の一部を改正する
省令等の施行について



従来の化学物質をめぐる状況
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国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類
その中には危険性や有害性が不明な物質も少なくない。
化学物質による労働災害（がんなどの遅発性疾病は除く。）で
法令による規制の対象となっていない物質を原因とするものは約８割を占める。
また、オルト－トルイジンによる膀胱がん事案、ＭＯＣＡによる膀胱がん事案等
化学物質等による重大な職業性疾病も後を絶たない。

一方、国際的には、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS）により、
全ての危険性・有害性のある化学物質について、
ラベル表示や安全データシート（SDS）交付を行うことが国際ルール。

法令規制外の化学物質
起因の労働災害が多い

Point

（出典）職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会



これからの化学物質管理（法令）
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Point

改正省令
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
（令和４年厚生労働省令第91号）

改正告示
化学物質等の危険性又は有害性等の
表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件
（令和４年厚生労働省告示第190号）

公布日：R4.5.31
施行：公布日、R5.4.1、R6.4.1 通達

R4.5.31基発0531第９号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の
施行について

今後「自律的な管理」へ



これからの化学物質管理（概要）
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事業者は、RAの結果に基づき
化学物質の措置

Point

主眼
特別則による規制の対象となっていない物質への対策の強化

前提
国によるばく露の上限となる基準等の制定
危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充

事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメント（RA）の結果に基づき、
国の定める基準等の範囲内で、 ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入



化学物質管理者[化] ２（１）ア
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RA対象物を 製造/取扱う 事業場
職務：化学物質の管理 に係る 技術的事項の管理
資格要件：厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者等

RA対象物を 譲渡/提供する 事業場
職務：ラベル表示・SDS等による通知等並びに教育管理 に係る 技術的事項の管理

RA対象物あり▶ [化]選任

• 選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内
• 事業者は、[化]に必要な権限を与えること
• [化]の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示等で周知

Point

共通事項



保護具着用管理責任者[保] ２（１）イ

24

Point

[化]選任後
▶RA結果で保護具必要
▶[保]選任

保護具の選択、保守管理等の担当者
• [化]を選任し、RAの結果に基づく措置として、保護具を使用させるときに選任
• 選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内
• 事業者は、 [保]に必要な権限を与えること
• [保]の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示等で周知



雇入れ時等の教育拡充 ２（１）ウ
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Point

雇入れ時等の教育項目は
業種によらない

省略規程を削除したので、以下が必須。（太字は、改正前に業種により省略があったもの。）

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項



SDS等による通知方法の柔軟化 ２（２）ア
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• 電子メール送信
• 通知内容記載アドレス伝達
で、SDS等通知可

化学物質の情報伝達（ア）
相手方の承諾を要件とせず
• 電子メールの送信
• 通知事項が記載されたホームページのアドレス（二次元コード等の代替含む）
を伝達し閲覧を求めること等による方法新たに認めた。

Point



「人体に及ぼす作用」の記載 ２（２）イ
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Point

「人体に及ぼす作用」は
5年ごと内容変更要否を確認

化学物質の情報伝達（イ）
① 定期確認直近の確認を行った日から起算して５年以内ごとに１回、記載内容の変更要否を確認。

② 変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から１年以内に変更。

③ また、変更を行ったときは、当該通知を行った相手方に対して、適切な時期に、変更内容を通知。

義務： 通知対象物 （法第57条第1項）
努力義務： 特定危険有害化学物質 （則第24条の15）



通知事項追加・成分表示適正化 ２（２）ウ
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Point

① 「想定用途・使用上の注意」
② 「成分の含有量」に重量％
を通知内容に追加。

化学物質の情報伝達（ウ）
① 「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を追加。

② 「成分の含有量」について、重量％を通知。



別容器等で保管時の明示 ２（２）エ
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Point

化学物質の情報伝達（エ）
• 製造許可物質
• ラベル表示対象物
を、ラベル表示のない容器に入れ/包装して保管する ときは

• 容器/包装への表示
• 文書の交付
他の方法により、

• 名称
• 人体に及ぼす作用
の明示必要。 • 名称

• 人体に及ぼす作用
の保管時の明示必須



RA記録の作成、保存、周知 ２（３）ア

30

Point

①記録作成
②記録保存
③労働者への周知
が、RA実施に伴う

RAに基づく自律的管理（ア）
① RA実施時、RA対象物の名称等の事項について、記録を作成

② 次にRA実施までの期間（RAを行った日から起算し３年以内に次のRA実施時は、３年間）保存

③ 製造/取り扱う業務に従事する労働者に周知

PDCA



災害発生事業場の改善措置 ２（３）イ

31

Point

自律的管理が適切ではない
▶化学物質管理専門家の関与を

要する改善指示がなされる

① 監督署は、化学物質による労働災害が発生した事業場等へ
化学物質管理が適切でない疑いがあるとき、改善指示できる。

② 改善指示を受けたら、化学物質管理専門家から助言を受ける必要あり。
③ 化学物質管理専門家は、助言を、書面で通知（３‘）する必要がある。
④ 事業者は通知受理後、１月以内に、改善計画（４‘）を作成し改善実施。
⑤ 上記計画は監督署へ提出。
⑥ 事業者は、改善記録（６‘）を作成。３’４‘６’をを３年間保存。

RAに基づく自律的管理（イ）



RA対象物のばく露低減 ２（３）ウ
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Point

化学物質ばく露を最小限に
・義務：RA対象物▶必要なら健診
・努力義務：RA対象物以外

① RA対象物へのばく露を、代替措置等により最小限度にすること。
② RA対象物で対象となるものは、ばく露の程度を濃度基準値以下とすること。
③ RA結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、健康診断の実施が必要な場合に行い、

その結果に基づき必要な措置が必要。また、濃度基準値を超えてRA対象物にばく露した
おそれがあるときは、速やかに、健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置が必要。
上記のRA対象物健康診断の記録は保存及び受信労働者への通知が必要。

④ 上記ばく露低減措置の内容、ばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成、保存が必要。
⑤ RA対象物以外の物質にばく露される程度を最小限とするよう努めること。

RAに基づく自律的管理（ウ）



保護具の使用 ２（３）エ
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Point

① 皮膚等障害化学物質等を 製造/取り扱う業務（法規定等の対象除く）の際、
適切な保護具を使用させること。

② 化学物質等（健康障害のおそれがないものを除く）を製造/取り扱う業務（法規定等の対象除く）の際、
適切な保護具を使用させることに努めなければならない。

RAに基づく自律的管理（エ）

「皮膚腐食性…」
「眼に対する重篤な損傷性…」
「呼吸器感作性…」
の区分をSDSで確認



衛生委員会の付議事項追加 ２（４）
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次の①②の措置、③の実施に関する付議事項を追加。

① RA対象物へのばく露を、代替措置等により最小限度にすること。
② RA対象物で対象となるものは、ばく露の程度を濃度基準値以下とすること。
③ RA結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、健康診断の実施が必要な場合に行い、

その結果に基づき必要な措置が必要。
また、濃度基準値を超えてRA対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、健康診断を行い、
その結果に基づき必要な措置が必要。
上記のRA対象物健康診断の記録は保存・受診者への通知が必要。 Point

• RA対象物ばく露低減措置
• 必要時のRA対象物健診実施
が、衛生委員会の審議で必要



がん発生把握のための報告 ２（５）

35

Point

2人/年以上、がん罹患把握
 ▶業務起因か、医師へ意見聴取
  ▶疑われれば労働局へ報告

化学物質等を製造/取り扱う業務を行う 事業場で、

１年以内に２人以上 同種のがんへの罹患を把握したとき、
業務起因かどうかを遅滞なく、 医師の意見を聴くこと。

医師が、業務起因と疑われると判断したときは、
遅滞なく、労働局に報告。



管理水準一定以上の法令適用除外 ２（６）

36

Point

特別規則の関係の化学物質には
認定により、健診･保護具以外の
適用除外がある。

1. 特化則等 は、専属の化学物質管理専門家配置 等の
一定の要件を満たすことを 労働局長が認定した事業場は、
規制対象物質を 製造/取り扱う業務等について、 適用しない。
（健康診断・呼吸用保護具に係る規定を除く。）

2. 適用除外の認定には、申請が必要。
3. 認定は、３年。
4. 認定事業場は、1.の要件を満たさなくなったら報告が必要。
5. 労働局は1.要件を満たさない等での認定取り消しができる。



作業環境測定で第三管理区分のとき ２（７）ア

37

特化則等に基づく 作業環境測定結果の評価の結果、
第三管理区分に区分された場所について、

① 作業環境の改善の可否・改善が可能な場合の改善措置について、
事業場に属さない 作業環境管理専門家[作] の意見を聴くこと。

②
Point

第三管理区分
 ▶[作]へ意見聴取
  ▶措置し濃度測定
   ▶結果の評価

作業環境管理専門家が
改善が可能と判断した場合、
作業環境を改善するために
必要な措置を講じ、
当該場所における
対象物質の濃度を測定し、
その結果の評価を行うこと。



[作]が改善困難と判断 ２（７）イ

38

Point

作業環境が改善しない
 ▶測定▶呼吸用保護具着用

• [作]が作業環境の改善は困難と判断
• 措置後測定の評価の結果、なお第三管理区分
の場合、
① 個人サンプリング測定等で対象物質の濃度測定を行い、有効な呼吸用保護具を

使用させる。また呼吸用保護具の着用を確認し、記録し、３年間保存。
請け負わせる場合は、呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知。

② 保護具着用管理責任者の選任。
③ [作]のの意見の概要・事後措置・評価結果を労働者に周知。
④ 上記措置状況を監督署へ報告。



第三管理区分である間の措置 ２（７）ウ

39

Point

第一管理区分/第二管理区分 に
なるまで、呼吸用保護具必須

作業環境測定結果の評価の結果、
第三管理区分に区分された場所について、
第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまで

① 個人サンプリング測定等で濃度測定を行い、
有効な呼吸用保護具を使用させる。
また呼吸用保護具の着用を確認し、記録し、３年間保存。
請け負わせる場合、呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知。

② ６月以内ごとに１回、定期に、
個人サンプリング測定等により濃度測定し、
有効な呼吸用保護具を使用させる。



記録、保存 ２（７）エ

40

Point

第三管理区分
▶関係する測定等
記録・保存必須

• [作]が作業環境の改善は困難と判断した場合
• 措置後測定の評価の結果、なお第三管理区分
• 第三管理区分である間の措置

での個人サンプリング測定等を行ったときは、
その都度、結果及び評価の結果を記録し、次により保存。
• 粉じん：７年間
• クロム酸等：30年間
• それ以外：3年間



適切な場合の特殊健診頻度緩和 ２（８）

41

Point

①直近3回で第一管理区分
②直近3回で異常所見なし
③作業方法変更なし
▶特殊健診1年ごとでも可

① 直近３回の作業環境測定の評価結果が第一管理区分
② 直近３回の健診の結果、新たな異常所見がない
③ 直近の健診実施後、軽微なものを除き作業方法の変更がない
ならば、特殊健康診断の実施頻度を１年以内ごとに１回に緩和することができる。
ただし、危険有害性が特に高い製造禁止物質/特別管理物質 の
特殊健診実施は、特化則第39条第４項の実施頻度の緩和の対象とはならない。



• 職場のあんぜんサイト（厚生労働省）

• ケミガイド（厚生労働省）

• ケミサポ（労働安全衛生総合研究所）

• 相談窓口（テクノヒル）

• SDS電子化補助金（中災防）

各種サービス
（情報・相談・補助金）
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職場のあんぜんサイト



ケミガイド
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ケミサポ
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相談窓口
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SDS電子化補助金

47
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ご視聴おつかれさまでした。

「たしかめたん」は 労働基準局の広報キャラクター です。
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